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Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
決
定

Ⅲ
　
検
討

Ⅳ
　
結
語

Ⅰ
　
は
じ
め
に

「
基
本
権
＝
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
現
在
の
憲
法
学
の
状
況
を
、
…
…
憲
法
に
関
心
を
も
つ
広
い
読
者
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
伝
え
、

確
実
な
知
識
と
知
的
刺
激
を
与
え
る
（
１
）

」
こ
と
を
意
図
し
て
最
近
出
版
さ
れ
た
教
科
書
に
お
い
て
、
工
藤
達
朗
は
、「
私
有
地
で
あ
っ
て
も
、

論
　
説

（
三
一
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
七
六

一
般
公
衆
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
場
で
あ
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
る
性
質
を
帯
有
す
る
と
き
は
、
表
現
の
自
由
の
保
障
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
具
体
的
状
況
に
応
じ
た
比
較
衡
量
の
結
果
、
表
現
行
為
の
規
制
が
許
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
」
と
す
る
、

吉
祥
寺
駅
構
内
ビ
ラ
配
布
事
件
（
最
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
八
日
刑
集
三
八
巻
一
二
号
三
〇
二
六
頁
）
に
お
い
て
伊
藤
正
巳
裁
判
官
補
足
意
見

が
唱
え
た
理
論
は
「
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
私
人
の
土
地
・
建
物
で
も
、
一
般
市
民
が
自
由
に

利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
と
き
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
、
そ
の
所
有
者
や
管
理
者
も
表
現
の
自
由
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
」
り
、「
そ
の
場
合
に
は
、
集
会
を
妨
げ
る
結
果
と
な
る
権
利
行
使
は
違
法
（
債
務
不
履
行
で
あ
れ
、
不
法
行
為
で
あ

れ
）
と
解
さ
れ
よ
う
」
と
い
う
極
め
て
意
欲
的
な
、
ま
さ
に
「
知
的
刺
激
を
与
え
る
」
解
釈
論
を
示
し
て
い
る
（
２
）

。
筆
者
は
、
工
藤
が
示
し

た
解
釈
論
か
ら
知
的
刺
激
を
与
え
ら
れ
、
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
解
釈
論
は
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
が
、
こ

の
解
釈
論
に
は
さ
ら
に
解
明
を
要
す
る
い
く
つ
の
問
題
点
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
例
え
ば
、
ま
ず
、

「
私
人
の
土
地
・
建
物
」
の
場
合
、
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
権
・
管
理
権
に
基
づ
い
て
私
人
の
利
用
を
自
由
に
排
除
で
き
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
（
３
）

の
で
あ
る
か
ら
、「
私
人
の
土
地
・
建
物
で
も
、
一
般
市
民
が
自
由
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
と
き
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
、
そ
の
所
有
者
や
管
理
者
も
表
現
の
自
由
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
は
何
故
か
、
そ
の
根
拠
を
示
す
必
要

が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
上
記
の
解
釈
論
を
具
体
的
事
件
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
上
記
の
解
釈
論
を
細
部
の
点
ま
で
さ
ら
に
精
密
化
す
る
作

業
を
行
う
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
所
有
者
が
自
己
の
所
有
地
を
集
会
の
た

め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
上
記
の
解
釈
論
を
具
体

的
事
案
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
精
密
化
す
る
作
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、「
缶
ビ
ー
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ

ブ
」
決
定
と
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
決
定
（
４
）

（
以
下
「
一
五
年
部
会
決

（
三
一
二
）



私
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る
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会
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一
七
七

定
」
と
い
う
。）
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
何
故
な
ら
、
一
五
年
部
会
決
定
は
、
工
藤
が
示
し
た

上
記
解
釈
論
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
を
考
察
す
る
作
業
を
今
後
進
め
る
上
で
極
め
て
有
意
義
な
参
考
資
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
、
一
五
年
部
会
決
定
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
（
Ⅱ
）。
つ
ぎ
に
、
学
説
上
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、

上
記
決
定
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
本
稿
が
行
っ
た
作
業
の
成
果
を
整
理
す
る

（
Ⅳ
）。

Ⅱ
　
二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
決
定

（
一
）　
一
五
年
部
会
決
定
が
扱
っ
た
事
件
の
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
件
仮
命
令
発
布
の
申
立
人
は
、
二
〇
一
五
年
七

月
二
〇
日
一
八
時
一
五
分
か
ら
一
八
時
三
〇
分
ま
で
、
ド
イ
ツ
南
部
の
都
市
パ
ッ
サ
ウ
の
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
広
場
（
以
下
、「
本
件
広
場
」

と
い
う
。）
で
集
会
を
行
う
こ
と
を
計
画
し
た
。
本
件
広
場
は
街
の
中
心
部
に
あ
り
、
歩
行
者
専
用
（
自
動
車
進
入
禁
止
）
区
域
の
南
端
に
位

置
し
て
い
る
。
本
件
広
場
は
、
診
療
所
、
喫
茶
店
、
商
店
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
及
び
映
画
館
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
。
本
件
広
場

は
、
公
衆
の
通
行
の
た
め
に
開
放
さ
れ
て
い
た
。G

m
bH

 &
 C

o. K
G

が
本
件
広
場
の
所
有
権
を
有
し
て
お
り
、
国
の
資
本
参
加
は
な
い
。

計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
は
、「
自
由
の
た
め
の
缶
ビ
ー
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
下
で
行
わ
れ
る
。「
自
由
の
た
め
に

飲
み
干
そ
う
！
」
と
い
う
号
令
を
合
図
と
し
て
、
集
会
参
加
者
は
、
各
自
一
本
の
缶
ビ
ー
ル
を
開
け
、
こ
れ
を
出
来
る
限
り
早
く
空
に
な

る
ま
で
飲
み
、
そ
の
後
、
申
立
人
の
演
説
と
集
会
参
加
者
の
議
論
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
集
会
に
よ
っ
て
、
民
間
警
備
保
障
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
の
増
加
に
よ
っ
て
国
家
の
暴
力
独
占
の
喪
失
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
由
権
の
制
限
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に

（
三
一
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
七
八

注
意
を
喚
起
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
（R

n. 1

）。

本
件
広
場
の
所
有
者
は
、
本
件
集
会
と
は
関
係
な
く
、
申
立
人
に
対
し
て
、
本
件
広
場
へ
の
無
期
限
の
立
入
禁
止
を
発
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
（
５
）

。
申
立
人
は
、
本
件
広
場
の
所
有
者
が
申
立
人
に
対
し
て
発
し
た
立
入
禁
止
を
本
件
集
会
の
実
施
時
間
に
つ
い
て
廃
棄
し
、
ビ
デ

オ
装
置
に
よ
る
同
広
場
の
監
視
を
本
件
集
会
の
実
施
時
間
に
つ
い
て
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
パ
ッ
サ
ウ
区
裁
判
所
及
び
パ
ッ
サ
ウ

地
方
裁
判
所
は
、
申
立
人
の
訴
え
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
件
集
会
が
実
施
さ
れ
る
と
、
本
件
広
場
が
ゴ
ミ
で
溢
れ
て
汚
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
酔
っ
払
っ
た
集
会
参
加
者
が
多
く
現
れ
る
危
険
も
あ
る
か
ら
、
土
地
所
有
者
の
所
有
権
が
集
会
の
自
由
に
優

越
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
土
地
所
有
者
の
申
立
て
を
受
け
て
、
同
じ
理
由
に
よ
り
、
計
画
し
て
い
る
集
会
を
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
で
宣
伝
す
る
こ
と
を
申
立
人
に
禁
じ
た
（R

n. 2

）。
申
立
人
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
た
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
区
裁
判
所
決
定
及
び
地
方
裁
判
所
決
定
を
破
棄
し
（
主
文
一
）、
申
立
人
が
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
、

「
自
由
の
た
め
の
缶
ビ
ー
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ
」
と
い
う
集
会
の
実
施
時
間
（
約
一
八
時
一
五
分
か
ら
約
一
八
時
三
〇
分
ま
で
）
に
つ
い
て
、

本
件
広
場
の
敷
地
に
立
ち
入
り
、
申
立
人
の
主
催
す
る
集
会
を
実
施
す
る
目
的
で
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
に
は
集
会
参
加
者
一
人
に
つ
き
一
缶
の
ビ
ー
ル
を
飲
む
こ
と
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
主
文
二
）。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
仮
命
令
の
発
布
を
申
立
て
は
適
法
で
あ
り
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
現
時
点
に
お
い
て
不
適
法
で
も
な
く
、
ま
た
、

明
ら
か
に
理
由
が
な
い
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 4

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

（
ａ
）　
本
件
広
場
の
所
有
者
は
、
私
法
人
と
し
て
基
本
権
主
体
で
あ
り
、
基
本
法
一
九
条
三
項
の
基
準
に
従
っ
て
、
自
ら
が
発
し
た
立

入
禁
止
に
つ
い
て
、
自
己
の
基
本
権
、
と
く
に
基
本
法
一
四
条
に
基
づ
く
自
己
の
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
は
、
申
立
人
が
関
連
す
る
民
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
集
会
の
自
由
を
援
用
で
き
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
し
か
に
、
集
会
の
自

（
三
一
四
）



私
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集
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の
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（
岡
田
）

一
七
九

由
は
、
任
意
の
場
所
へ
の
立
入
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、
集
会
の
自
由
は
、
市
民
に
対
し
て
、
公
衆
が
一
般
的
に
出
入

り
で
き
な
い
場
所
、
又
は
、
外
形
的
状
況
か
ら
し
て
す
で
に
特
定
の
目
的
に
限
定
し
て
出
入
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
所
へ
の
立
入
り
を

認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
集
会
の
自
由
は
、
公
衆
の
一
般
的
通
行
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
け
る
集
会
の
実
施
を

保
障
し
て
い
る
。
今
日
、
公
共
の
道
路
（S

traße

）、
通
路
（W

ege

）
及
び
広
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
は
、
滞
在
、
出
会
い
、
散

策
、
消
費
及
び
余
暇
利
用
の
場
所
で
あ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ア
ー
ケ
ー
ド
（
屋
根
付
き
商
店
街
の
通
路
）、
又
は
、
民
間
の
投
資

家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
広
場
の
よ
う
な
別
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
施

設
の
敷
地
で
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
基
本
権
拘
束
が
存
在
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
又
は
、
間
接
的
第

三
者
効
力
の
方
法
で
私
人
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
件
は
後
者
の

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
集
会
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
所
は
、
私
人
が
所
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
公
衆
の
通
行

に
開
か
れ
て
お
り
、
地
方
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
よ
る
と
、
散
策
、
滞
在
及
び
出
会
い
の
空
間
を
造
り
出
す
も
の
で
、
そ
れ
は
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
嚮
導
像
に
合
致
す
る
（R

n. 5
）。

私
的
な
土
地
所
有
者
と
し
て
、G

m
bH

 &
 C

o. K
G

は
、
国
家
権
力
の
よ
う
に
直
接
的
に
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
権
は
、
客
観
的
な
原
理
と
し
て
効
力
を
発
揮
し
、
集
会
の
自
由
は
、
間
接
的
第
三
者
効
力
の
方
法
に

よ
り
、
衡
量
を
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
こ
の
拘
束
の
射
程
範
囲
は
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
に
よ
っ
て
、

互
い
に
対
立
す
る
基
本
権
を
調
整
し
な
が
ら
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
私
人
は
、
基
本

権
の
間
接
的
第
三
者
効
力
を
手
段
と
し
て
、
自
ら
も
基
本
権
を
有
す
る
と
し
て
も
、
国
家
と
類
似
の
範
囲
又
は
ま
さ
に
同
じ
範
囲
に
お
い

て
、
基
本
権
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
く
に
、
私
人
が
、
実
際
上
の
観
点
か
ら
見
て
、
伝
統
的
に
国
家
が
有
し
て

（
三
一
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
〇

き
た
地
位
に
匹
敵
す
る
義
務
的
地
位
又
は
保
証
人
地
位
に
達
し
た
場
合
は
、
そ
う
で
あ
る
。
保
障
内
容
及
び
事
案
類
型
に
応
じ
て
、
私
人

の
間
接
的
基
本
権
拘
束
は
国
家
の
基
本
権
拘
束
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
か
、
又
は
同
等
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
保
護
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
民
間
企
業
が
、
公
共
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
諸
条
件
の
用
意
を
自
ら
引
き
受

け
、
以
前
は
実
際
上
国
家
だ
け
に
配
分
さ
れ
て
い
た
機
能
を
遂
行
し
始
め
た
と
き
に
問
題
と
な
る
（R

n. 6

）。

こ
の
こ
と
か
ら
今
日
、
集
会
の
自
由
又
は
意
見
表
明
の
自
由
と
、
公
衆
の
通
行
に
開
放
し
、
そ
れ
に
よ
り
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
所
を
創
出
し
た
民
間
企
業
の
基
本
権
と
の
関
係
に
関
し
て
、
よ
り
詳
細
に
何
を
引
き
出
す
の
か
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

こ
れ
ま
で
判
断
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
原
則
に
基
づ
い
て
私
人
相
互
の
こ
の
基
本
権
衝
突
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
迅
速
手
続
の
方
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
判
断
に
際
し
て
は
、

む
し
ろ
、
も
っ
ぱ
ら
具
体
的
個
別
事
件
に
つ
い
て
の
結
果
衡
量
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 7

）。

（
ｂ
）　
本
件
広
場
の
所
有
者
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
、
申
立
人
に
対
す
る
立
入
禁
止
が
存
続
し
、
後
に
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
め
ら
れ

た
場
合
、
申
立
人
は
、
集
会
の
自
由
の
基
本
権
を
望
ん
で
い
る
仕
方
で
行
使
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
申
立
人
が
、

本
件
広
場
に
立
ち
入
り
、
望
ん
で
い
る
仕
方
で
そ
れ
を
利
用
し
、
そ
れ
故
に
集
会
を
計
画
通
り
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
後
に
憲

法
異
議
の
訴
え
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
─
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
─
本
件
土
地
の
所
有
者

の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 8

）。

本
件
に
お
い
て
は
、
立
入
禁
止
か
ら
帰
結
さ
れ
る
集
会
実
施
の
事
実
上
の
禁
止
は
申
立
人
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
。
申
立
人
は
、
意

図
し
て
い
る
集
会
を
選
択
し
た
場
所
で
、
か
つ
選
択
し
た
時
間
に
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
間
警
備
保
障
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
本
件

広
場
の
監
視
と
所
有
者
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
飲
酒
の
禁
止
を
踏
ま
え
、
自
由
権
の
制
限
の
増
大
と
国
内
の
治
安
維
持
の
民
営
化
と
い

（
三
一
六
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
八
一

う
集
会
の
テ
ー
マ
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
申
立
人
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
集
会
場
所
は
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
。
た
し
か
に
、

集
会
の
自
由
の
基
本
権
は
、
私
的
権
利
に
依
拠
し
た
立
入
禁
止
を
潜
脱
で
き
る
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
申
立
人
の
目
的
で
は
な
い
。
申
立
人
は
、
本
件
広
場
に
お
い
て
、
た
ん
に
短
期
間
に
限
り
、
も
っ
ぱ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
図

す
る
集
会
を
行
う
た
め
に
滞
在
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
申
立
人
に
対
し
て
、
当
該
集
会
は
、
他
の
場
所
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う

に
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
基
本

法
八
条
一
項
は
、
何
時
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
様
式
に
お
い
て
集
会
を
実
施
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
自
ら
決
定
す
る
権
利
を
保
障
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
集
会
の
自
由
に
は
、
行
事
の
場
所
に
関
す
る
自
己
決
定
権
も
含
ま
れ
る
。
市
民
は
、
ど
こ
で
、
そ

の
関
心
事
を
─
必
ず
し
も
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
特
定
の
場
所
又
は
施
設
と
の
関
連
性
に
も
目
を
向
け

て
─
最
も
有
効
に
引
き
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 9

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
土
地
所
有
者
の
所
有
権
の
同
等
の
侵
害
は
、
本
件
に
お
い
て
は
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
集
会
は
、
約

一
五
分
間
に
限
定
さ
れ
、
一
つ
の
場
所
か
ら
動
か
な
い
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
自
ら
及
び
世
話
人
を
使
っ
て
、
本
件
広

場
が
ゴ
ミ
で
溢
れ
た
り
、
酔
っ
払
っ
た
集
会
参
加
者
が
現
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
対
処
す
る
こ
と
を
確
約
し
た
。
申
立
人
は
、
一
般
の

人
々
に
対
し
て
で
は
な
く
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
使
っ
て
集
会
の
宣
伝
を
行
い
、
集
会
へ
の
参
加
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
程
度
の
数
の
人
々
─
当
時
一
四
〇
人
─
で
あ
る
こ
と
を
説
得
的
に
説
明
し
た
。
申
立
人
は
、
当
初
か
ら
、
当
該
地
域
の
集
会
管

轄
官
庁
と
協
力
し
、
裁
判
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
異
議
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
た
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
参
加
者
に
対
し
て
し
か
る

べ
き
行
動
を
直
ち
に
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
慮
し
て
き
た
。
集
会
管
轄
官
庁
は
、
集
会
法
上
の
疑
問
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
制
限
的
処
分
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
制
限
的
処

（
三
一
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
二

分
は
、
本
件
に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
全
面
禁
止
と
比
較
し
て
よ
り
緩
や
か
な
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
関
与
す
る
す
べ
て
の
人
の

基
本
権
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 10

）。

（
ｃ
）　
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
申
立
人
の
計
画
し
て
い
る
行
事
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
申
立
人
に
禁
止
し
た
諸
決
定
も
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
の
事
実
上
の
禁
止
と
同
じ
よ
う
に
、
本
件
の
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
者
の
所
有
権
が

優
越
す
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
集
会
の
宣
伝
の
禁
止
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 11

）。

（
ｄ
）　
申
立
人
は
、
集
会
の
時
間
に
つ
い
て
集
会
場
所
の
ビ
デ
オ
監
視
の
中
止
を
求
め
て
い
る
が
、
十
分
な
立
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
る
（R

n. 12

）。

（
三
）　
以
上
が
、
一
五
年
部
会
決
定
の
内
容
で
あ
る
（
６
）

。
一
五
年
部
会
決
定
は
、
結
論
と
し
て
、
申
立
人
が
、
他
人
の
所
有
す
る
土
地
に

お
い
て
、
所
有
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
集
会
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
お
い
て
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
つ
ぎ
に
、
同
決
定

に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ
　
検
討

一
　
一
五
年
部
会
決
定
の
意
義

ま
ず
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（
７
）

（
フ
ラ
ポ
ー
ト
判
決
。
以
下
「
一
一
年
判
決
」
と
い
う
。）
と
一
五
年
部

会
決
定
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。
一
一
年
判
決
は
、
市
民
運
動
家
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
の
敷
地
内
で
デ
モ
行
進
や
意
見
表
明
（
ビ

ラ
配
布
等
）
を
し
な
い
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
を
経
営
す
る
フ
ラ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
が
市
民
運
動
家
に
対
し
て
空
港
へ
の
立
入
禁

（
三
一
八
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
八
三

止
を
発
し
た
と
い
う
事
案
に
関
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
一
年
判
決
は
、
公
的
主
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
私
法
形
態
の
公

私
共
同
経
営
企
業
は
、
国
が
単
独
所
有
を
し
て
い
る
、
私
法
の
形
態
で
組
織
さ
れ
た
公
共
企
業
体
と
同
じ
よ
う
に
、
直
接
的
基
本
権
拘
束

に
服
す
る
（
主
文
一
）
と
の
解
釈
を
示
し
た
（
８
）

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
公
私
共
同
経
営
企
業
が
公
的
主
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て

い
る
場
合
に
当
た
る
の
は
、
資
本
金
の
半
分
以
上
が
公
的
主
体
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
（S

. 246 f.

）。
立
入
禁
止
が
発

せ
ら
れ
た
当
時
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ア
ム
マ
イ
ン
市
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
、
合
計
で
フ
ラ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
の
株

式
の
約
七
〇
％
を
保
有
し
て
い
た
（S

. 227 f.

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
の
資
本
金
の
五
〇
％
以
上
が
公
的
主
体

に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
の
で
、
フ
ラ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
は
直
接
的
に
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
（S

. 250

）、
同
社
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、

空
港
へ
の
立
入
禁
止
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
自
己
の
基
本
権
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（S

. 244

）
と
判
断
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
五
年
部
会
決
定
は
、
国
家
の
資
本
参
加
の
な
い
純
粋
な
私
法
人
が
所
有
し
て
い
る
土
地
に
お
け
る
集
会
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
一
年
判
決
の
事
案
と
は
異
な
る
。
一
五
年
部
会
決
定
は
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
広
場
の
所
有

者
は
、
私
法
人
と
し
て
基
本
権
主
体
で
あ
り
、
基
本
法
一
九
条
三
項
の
基
準
に
従
っ
て
、
自
ら
が
発
し
た
立
入
禁
止
に
つ
い
て
、
自
己
の

基
本
権
、
と
く
に
基
本
法
一
四
条
に
基
づ
く
自
己
の
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
示
し
て
お
り
（
９
）

、
一
五
年
部
会
決
定
は
、

一
一
年
判
決
が
扱
っ
て
い
な
い
「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
」
を
真
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
独
自
の
意
義
が
あ
る
。

二
　
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由

（
一
）　
一
一
年
判
決
は
、「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
」
に
つ
い
て
も
傍
論
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。
以
下
、
一
一
年
判
決
と

同
判
決
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
を
行
う
。
ま
ず
、
一
一
年
判
決
前
の
判
例
・
学
説
の
状
況
を
見
て
お
こ
う
。

（
三
一
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
四

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
九
日
の
判
決
に
お
い
て
、
ヘ
ァ
ツ
ォ
ー
ク
（R

om
an H

erzog

）
の
見
解
（
10
）

を
引
用
し
つ
つ
、

集
会
の
場
所
及
び
時
間
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
集
会
場
所
に
関
す
る
法
的
使
用
権
限
を
前
提
と
し
て
お
り
、
基
本
法
八
条
は
、
一
般

法
原
則
に
よ
っ
て
は
存
在
し
な
い
利
用
権
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
、
言
い
換
え
る
と
、
場
所
の
自
由
な
選
択
権
は
、
他
人
の
所
有
地

を
意
の
ま
ま
に
利
用
す
る
権
利
を
含
ま
な
い
、
と
説
示
し
て
い
た
（
11
）

。
学
説
に
目
を
向
け
る
と
、
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
（O

tto D
epenheuer

）

は
、
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
基
本
法
八
条
の
注
釈
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
は
、
自
己
の
土
地
と
公
共
の
土
地
に
─
後
者
は
一
般
使

用
に
供
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
─
限
り
及
ぶ
の
で
あ
り
、
他
人
の
土
地
に
お
い
て
集
会
を
行
う
権
利
は
存
在
し
な
い
と
説
い
て
い

る
（
12
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
集
会
法
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、
基
本
法
八
条
一
項
の
保
障
す
る
「
場
所
に
関
す
る
形
成
の
自

由
」
に
よ
っ
て
土
地
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
私
人
に
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
デ
モ
行
進
を
実
施
す
る
た
め
に
私
人

の
所
有
す
る
土
地
を
必
要
と
す
る
場
合
、
主
催
者
は
、
─
推
定
的
同
意
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
別
と
し
て
─
所
有
者
と
の

私
法
上
の
合
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
に
お
い
て
は
、
デ
モ
行
進
が
公
衆
に
出
入
り
が
許
さ
れ
た
私
有

地
で
実
施
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
的
所
有
者
は
、
当
初
は
す
べ
て
の
人
に
認
め
て
い
た
立
入
権
を
デ
モ
行
進
参
加
者
に
つ
い
て
撤

回
す
る
こ
と
も
私
法
上
自
由
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
（
13
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
ド
イ
ツ
国
法
学
者
協
会
大
会
の
第
四
テ
ー
マ
「
民
主

的
公
共
性
の
浸
食
」
の
第
一
報
告
に
お
い
て
私
人
の
所
有
す
る
公
共
空
間
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
困
難
を
論
点
と
し
て
提
示
し
た
ホ
ル
ツ
ナ
ー

ゲ
ル
（B

ernd H
olznagel

）
も
、
私
有
地
に
お
い
て
集
会
を
行
う
権
利
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
（
14
）

。

（
二
）　
こ
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
の
状
況
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
に
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
集
会
法
模
範
草

案
（
15
）

が
、
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
私
有
地
で
公
衆
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
は
、
所
有
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な

く
集
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
（
二
一
条
）
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
（S

. 20

）
は
注
目
に
値
す
る
。
二
〇
〇
六
年
の
第
一
次
連

（
三
二
〇
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
八
五

邦
制
改
革
ま
で
は
、
連
邦
が
、
集
会
法
に
関
す
る
競
合
的
立
法
権
限
を
有
し
て
お
り
、
連
邦
の
立
法
者
は
、
す
で
に
一
九
五
三
年
に
集
会

法
を
制
定
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
制
改
革
に
よ
り
、
集
会
法
に
関
す
る
立
法
権
限
は
連
邦
か
ら
ラ
ン
ト
に
移
っ
た
。
集
会
法
研

究
サ
ー
ク
ル
は
、
こ
の
状
況
を
「
集
会
法
の
継
続
的
発
展
と
現
代
化
の
た
め
の
機
会
」
を
捉
え
、「
ラ
ン
ト
立
法
者
に
と
っ
て
の
模
範
」

と
し
て
役
立
つ
集
会
法
草
案
を
詳
細
な
理
由
を
付
し
て
作
成
し
た
の
で
あ
る
（S

. 2

）。

同
案
は
、
集
会
法
を
「
今
日
的
展
開
」
を
考
慮
し
つ
つ
見
直
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
の
試
み
の
一
つ

が
、
ま
さ
に
「
私
有
化
さ
れ
た
公
共
空
間
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
は
問
題
意
識
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

集
会
の
自
由
は
、
多
く
の
場
合
、
公
共
空
間
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
公
有
地
を
必
要
と
し
て
い
る
。
公
共
空
間
の
私
有
化
─
例
え
ば
、

歩
行
者
専
用
区
域
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
私
有
化
─
が
、
伝
統
的
に
集
会
の
自
由
の
行
使
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
た
場
所
で
集

会
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
を
招
来
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
、
私
人
の
所
有
す
る
公
共
の
場
所
で
通
行
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
も
集
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
基
本
法
八
条
に
基
づ
く
憲
法
上
の
基
準
を
上
記

の
空
間
に
つ
い
て
も
具
体
化
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
、
と
（S

. 9 f.

）。

そ
し
て
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
は
、
模
範
草
案
二
一
条
の
規
定
の
提
案
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
ａ
）　
集
会
の
自
由
の
民
主
的
機
能
に
と
っ
て
、
私
有
化
さ
れ
た
公
共
空
間
は
、
公
的
主
体
が
所
有
す
る
公
共
空
間
と
同
じ
よ
う
な
重

要
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
私
人
の
所
有
す
る
公
共
空
間
が
、
従
来
の
公
共
空
間
と
併
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
当
て
は
ま
る
。
オ
ー
バ
ー
ハ
オ
ゼ
ン
（O

berhausen

）
に
あ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

C
entro

の
よ
う
な
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
16
）

の
場
合
、
市
中
心
部
に
お
け
る
従
来
の
公
共
空
間
の
部
分
的
な
代
用
で
あ
る
と
言

え
る
。
集
会
の
自
由
が
、
公
共
空
間
の
私
有
化
と
い
う
条
件
の
下
で
も
そ
の
自
由
保
障
的
か
つ
民
主
的
機
能
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
と
、

（
三
二
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
六

公
共
空
間
の
私
有
化
は
、
公
共
空
間
に
お
け
る
集
会
の
自
由
の
行
使
が
私
的
所
有
者
の
承
諾
だ
け
に
依
拠
す
る
と
い
う
事
態
を
招
来
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。
模
範
草
案
二
一
条
の
規
定
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
集
会
の
自
由
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
（S

. 90

）。

（
ｂ
）　
基
本
権
が
私
的
所
有
権
に
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
は
憲
法
上
承
認
さ
れ
て
お
り
、
私
的
所
有
権
が
基
本
権
上
の
拘
束
を
受
け
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
意
見
の
一
致
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
集
会
の
自
由
が
私
有
地
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
影
響
を

与
え
る
の
か
は
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
集
会
の
自
由
が
一
般
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
公
道
及
び
公
共
の
広
場
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
公
道
及
び
公
共
の
広
場
は
、
通
行
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
目
的
と
は
無
関
係
に
、
誰
で
も
出
入
り
が
可

能
で
あ
る
。
通
行
目
的
は
、
通
行
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
に
関
す
る
機
能
的
一
般
性
を
通
し
て
「
一
般
的
公
共
性
」
を
創
出
す
る
。

ま
さ
に
そ
の
通
行
目
的
に
よ
っ
て
、
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
は
「
一
般
的
公
共
性
の
空
間
」
に
な
る
。
通
行
目
的
と
結
び
付
い

た
そ
の
一
般
的
公
共
性
は
、
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
に
、
現
存
す
る
一
般
的
公
共
性
に
照
準
を
当
て
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

形
態
と
い
う
宿
命
的
性
格
を
与
え
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
一
般
使
用
の
通
行
機
能
は
利
用
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
交
流
も
包

含
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
一
般
使
用
を
通
し
て
、
と
く
に
基
本
権
の
政
治
的
機
能
も
公
道
及
び
公
共
の

広
場
に
関
す
る
法
体
系
に
流
入
す
る
（S

. 91

）。

（
ｃ
）　
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
八
条
に
と
っ
て
、
法
令
が
、
一
般
的
通
行
機
能
に
基
づ
い
て
一
般
的
公
共
性
を
創
出
し
て
い
る
場
所

を
い
か
な
る
法
体
系
に
位
置
付
け
て
い
る
の
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
法
令
の
上
位
に
位
置
す
る
憲
法
に
基
づ
い
て
、
集
会
の
自

由
は
、
一
般
的
通
行
機
能
に
基
づ
い
て
一
般
的
公
共
性
を
創
出
し
て
い
る
す
べ
て
の
場
所
に
及
ぶ
（S

. 91

）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
公
的
主
体
の
所
有
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
規
範
の
階
梯
性
か
ら
し
て
も
、
法
令
に
よ
る
公
共
物
指
定
の
内

容
だ
け
に
照
準
を
合
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
導
か
れ
る
。
む
し
ろ
、
公
共
物
指
定
に
加
え
て
、
実
際
上
の
一
般
的
通
行
利
用
が
重
要

（
三
二
二
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
八
七

と
な
る
（S

. 91 f.

）。
つ
ぎ
に
、
私
人
の
所
有
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
通
行
機
能
と
、
こ
れ
を
通
し
て
創
出
さ
れ
る
一
般
的
公

共
性
と
の
機
能
的
連
関
性
か
ら
、
基
本
法
八
条
の
射
程
範
囲
が
導
出
さ
れ
る
。
集
会
の
自
由
は
、
公
道
及
び
公
共
の
広
場
と
同
等
の
仕
方

で
一
般
公
衆
の
一
般
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
私
有
地
に
も
及
ぶ
。
一
般
公
衆
に
一
般
使
用
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
通
行
目
的

の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
私
有
地
は
、
基
本
法
八
条
に
基
づ
い
て
、
私
有
地
で
あ
っ
て
も
集
会
に
開
放
さ
れ
る
。
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
集

会
の
実
施
が
所
有
者
の
承
諾
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（S
. 92

）。

（
ｄ
）　
集
会
の
自
由
か
ら
、
私
人
の
所
有
す
る
土
地
で
公
衆
の
通
行
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
集
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
受
忍

す
る
義
務
が
私
人
に
生
じ
る
が
、
こ
の
義
務
に
よ
っ
て
、
他
人
を
財
産
の
利
用
か
ら
排
除
す
る
権
限
を
含
ん
で
い
る
所
有
権
は
制
限
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
所
有
者
の
排
除
権
限
は
、
基
本
法
一
四
条
二
項
に
基
づ
く
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
の
観
点
か
ら
内
容
的
に
形

成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
際
、
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
は
、
所
有
物
又
は
そ
の
利
用
の
社
会
的
関
連
性

が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
重
要
性
を
増
す
。
公
道
及
び
公
共
の
広
場
に
お
け
る
の
と
同
等
の
仕
方
で
一
般
公
衆
に
開
放
さ
れ
て
い
る
私
有

地
の
場
合
、
土
地
の
通
行
機
能
を
通
し
て
、
と
く
に
商
業
上
の
利
益
も
開
拓
さ
れ
る
。
こ
の
利
益
は
、
公
衆
に
一
般
的
通
行
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
社
会
的
関
連
性
は
、
一
般
公
衆
に
通
行
を
開
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
上

回
る
も
の
は
な
い
仕
方
で
増
大
す
る
の
で
、
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
か
ら
、
所
有
権
は
公
共
空
間
の
機
能
を
選
択
的
に
引
き
受
け
る
こ
と

を
保
障
し
な
い
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
公
共
の
通
行
機
能
の
有
す
る
商
業
上
の
利
点
と
と
も
に
公
共
の
通
行
用
地
の
有
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
機
能
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
に
合
致
す
る
（S

. 91 f.

）。

以
上
が
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
模
範
草
案
二
一
条
の
内
容
と
そ
の
提
案
理
由
で
あ
る
。
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
は
、「
公
共
空
間
の

私
有
化
」
と
い
う
条
件
の
下
で
、
基
本
権
の
第
三
者
効
力
を
梃
子
と
し
て
、
集
会
の
自
由
が
私
的
所
有
権
に
与
え
る
影
響
を
検
討
す
る

（
三
二
三
）
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八
八

（（
ａ
）
及
び
（
ｂ
））。
そ
し
て
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
は
、
通
行
目
的
は
、
通
行
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
に
関
す
る
機
能
的
一
般

性
を
通
し
て
「
一
般
的
公
共
性
」
を
創
出
し
、
通
行
目
的
に
よ
っ
て
、
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
は
「
一
般
的
公
共
性
の
空
間
」

に
な
る
か
ら
、
集
会
の
自
由
は
、
一
般
的
通
行
機
能
に
基
づ
い
て
一
般
的
公
共
性
を
創
出
し
て
い
る
す
べ
て
の
場
所
に
及
ぶ
と
解
す
る

（（
ｂ
）
及
び
（
ｃ
））。
他
方
、
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
の
拡
大
に
よ
り
所
有
権
は
制
約
さ
れ
る
が
、
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
か
ら
、
所

有
権
は
公
共
空
間
の
機
能
を
選
択
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
を
保
障
し
て
お
ら
ず
、
公
共
的
通
行
機
能
の
有
す
る
商
業
上
の
利
点
と
と
も
に

公
衆
の
通
行
に
供
さ
れ
た
土
地
の
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
機
能
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
所
有
権
の
社
会
的
拘

束
に
合
致
す
る
と
主
張
し
て
い
る
（（
ｄ（17
）））。

（
三
）　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
一
年
判
決
は
、「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
」
に
つ
い
て
も
傍
論
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

基
本
法
八
条
一
項
は
、
行
事
の
場
所
、
時
間
、
方
法
及
び
内
容
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権
を
保
障
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
民
は
、

自
己
の
関
心
事
を
─
場
合
に
よ
っ
て
は
特
定
の
場
所
又
は
施
設
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
─
最
も
効
果
的
に
、
引
き
立
た
せ
る
こ
と
が
で

き
る
場
所
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

. 250 f.

）。
た
だ
し
、
集
会
の
自
由
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
任
意
の
場

所
へ
の
立
入
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、
集
会
の
自
由
は
、
公
衆
が
一
般
的
に
出
入
り
で
き
な
い
場
所
、
又
は
、
外
形
的

状
況
か
ら
し
て
す
で
に
特
定
の
目
的
に
限
定
し
て
出
入
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
所
へ
の
立
入
り
を
市
民
に
認
め
る
も
の
で
は
な
い
（S

. 

251

）。
こ
れ
に
対
し
て
集
会
の
自
由
は
、「
一
般
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
た
」
場
所
に
お
け
る
集
会
の
遂
行
を
保
障
し
て
い
る
（S

. 251

）。

こ
の
こ
と
は
、
道
路
法
の
規
定
と
は
別
個
独
立
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
公
道
に
当
て
は
ま
る
。
公
道
は
、
市
民
が
そ
の
関
心
事
を
と
く

（
三
二
四
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
八
九

に
効
果
的
に
公
衆
に
知
ら
し
め
、
こ
れ
に
関
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、「
本
来
的
で
あ
り
、

か
つ
、
歴
史
的
に
モ
デ
ル
を
形
成
し
て
き
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
地
域
の
中
心
部
の
道
路
及
び
広
場
は
、
今
日
、
情
報
交

換
及
び
意
見
交
換
の
場
所
で
あ
り
、
人
の
交
流
が
不
断
に
行
わ
れ
る
場
所
と
見
な
さ
れ
る
（S

. 251

）。
同
じ
こ
と
は
、
公
道
以
外
の
場
所

で
、
一
般
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
、
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
当
て
は
ま
る
。
今
日
、
公

共
の
道
路
、
通
路
及
び
広
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ア
ー
ケ
ー
ド
又
は
そ
の
他
の
出
会
い
の
場

所
と
い
っ
た
別
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
施
設
の
敷
地
で
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
基
本
権
抱
束
が
存
在
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
又
は
、
間
接
的
第
三
者
効
力
の
方
法
に
よ
っ
て
私
人
に
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（S

. 252

）。

こ
の
よ
う
な
多
数
意
見
に
対
し
て
、
シ
ュ
ル
ッ
ケ
ビ
ー
ア
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
多
数
意
見
は
、
事
案
の
解
決
に
必
要
が
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
私
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
の
理
解
を
促
し
て
い

る
が
、
そ
の
際
に
、
こ
の
事
案
類
型
に
お
い
て
は
所
有
権
（
基
本
法
一
四
条
）
が
基
本
権
上
の
対
抗
的
地
位
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
が
視

野
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
同
裁
判
官
は
、
二
つ
の
基
本
権
の
衝
突
状
況
が
、
基
本
権
の
保
護
範
囲
を
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
、
ア
ー
ケ
ー
ド
及
び
出
会
い
の
場
所
に
も
一
般
的
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
範
囲
の
段
階
で
集
会
の
自
由
に
有
利
に

解
決
さ
れ
て
お
り
、
所
有
権
は
、
集
会
の
実
施
方
法
に
関
連
し
て
正
当
化
の
段
階
で
の
み
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
に
お
い
て
は
、
私
人
も
国
家
権
力
と
同
じ
よ
う
な
基
本
権
拘
束
を
受
け
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
お
り
、
私
的
所
有
者
は
、
間
接
的
第
三
者
効
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
基
本
法
八
条
が
直
接
的
に
適
用
さ
れ
た
か
の

よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
十
分
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
も
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

（
三
二
五
）
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一
九
〇

裁
判
官
は
、
多
数
意
見
は
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
が
集
会
法
模
範
草
案
の
基
礎
と
し
た
「
法
政
策
上
の
考
え
」
を
「
憲
法
解
釈
の
方
法

に
よ
っ
て
」
取
り
上
げ
た
と
批
判
し
て
い
る
（S

. 274 ff.

）。

（
四
）　
一
一
年
判
決
に
関
す
る
学
説
の
見
解
は
対
立
し
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
シ
ェ
ン
ケ
（W

olf-R
üdiger S

chenke

）
は
、

二
〇
一
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
集
会
の
自
由
の
構
成
要
件
上
の
膨
張
」
は
必
然
的
に
「
所
有
者
の
処
分
権
限
の
著
し
い
制
限
」
と
結

び
付
く
と
指
摘
し
（
18
）

、
一
一
年
判
決
（
多
数
意
見
）
を
批
判
し
て
い
る
。
シ
ェ
ン
ケ
は
、
一
一
年
判
決
が
、
私
人
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
や
ア
ー
ケ
ー
ド
に
お
い
て
公
衆
の
通
行
を
認
め
る
ケ
ー
ス
に
も
基
本
法
八
条
を
適
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
意
図
し
て
い
る
こ
と
に

留
意
す
る
と
、
一
一
年
判
決
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
シ
ェ
ン
ケ
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
上
記
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て

は
、
他
の
訪
問
者
の
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
行
為
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
集
会
の
実
施
を
承
諾
し
て
い
な
い
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
又
は
ア
ー
ケ
ー
ド
の
事
業
者
の
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
に
は
、
集
会
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、

所
有
権
の
保
障
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
権
相
互
間
に
お
け
る
基
本
権
保
護
を
一
方
の
基
本
権
の
保
護
範
囲
の
犠
牲
に
お
い
て
他
方

の
基
本
権
の
保
護
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
事
柄
の
性
質
か
ら
し
て
「
憲
法
の
変
遷
」
を
含
意
す
る
も
の

で
あ
り
、
特
別
の
正
当
化
を
必
要
と
す
る
が
、
基
本
法
八
条
の
「
民
主
的
・
機
能
的
解
釈
」
に
お
い
て
も
正
当
化
の
根
拠
は
説
明
さ
れ
て

い
な
い
、
と
（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
（W

olfgang H
offm

ann-R
iem

）
は
、
一
一
年
判
決
（
多
数
意
見
）
を
引
用
し
つ
つ
、
私
的
処
分

権
に
服
す
る
空
間
が
公
共
空
間
に
指
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
集
会
の
自
由
に
も
開
放
さ
れ
る
が
、
公
衆
の
一
般
的
通
行
の
た
め
に
─
例

え
ば
、
娯
楽
又
は
買
い
物
を
目
的
と
し
て
（
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
）、
又
は
公
共
の
通
行
手
段
の
利
用
の
た
め
（
空
港
又
は
駅
の
敷
地
で
一

般
的
に
立
入
り
の
で
き
る
部
分
）
な
ど
─
た
ん
に
実
際
上
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
集
会
目
的
に
よ
る
そ
の
利
用
を
私
法
上
の

（
三
二
六
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
九
一

処
分
権
の
み
を
根
拠
と
し
て
排
除
し
た
り
、
許
可
の
留
保
に
服
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
「
基
本
法
八
条
の
客
観
法
上
の
内
容
」
に
反
す
る

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
所
有
者
の
権
限
の
行
使
は
集
会
の
自
由
の
基
本
権
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
ホ
フ

マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
一
般
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
て
い
る
私
有
地
の
部
分
を
集
会
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
、

基
本
権
行
使
の
現
実
的
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
と
く
に
、
私
人
が
運
営
す
る
空
間
が
、
公
道
及
び
公
共
の
広
場
と

同
じ
よ
う
に
一
般
的
通
行
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
機
能
的
に
、
伝
統
的
に
公
的
主
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
空
間
の
代

わ
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
で
あ
る
。
通
行
機
能
を
有
す
る
土
地
─
道
路
の
み
な
ら
ず
、
商
店
の
間
の
通
路
や
広
場
も
─
は
、

法
的
な
運
営
主
体
を
問
わ
ず
、
集
会
に
も
開
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
店
、
飲
食
店
、
娯
楽
の
た
め
の
空
間
を
有
す
る
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
目
的
の
限
定
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
出
入
り
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
機
能
的
に
公
共
空
間
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
私
法
上
の
処
分
権
を
有
す
る
者
が
集
会
の
よ
う
な
典
型
的
な
公
共
的
活
動
を
排
除
す
る
た
め
に
は
「
特
別
の
理
由
」
が
必
要
で

あ
る
、
と
（
20
）

。

（
五
）　
一
五
年
部
会
決
定
は
、
集
会
の
自
由
は
、
公
衆
の
一
般
的
通
行
を
認
め
て
い
る
場
所
に
お
け
る
集
会
の
遂
行
を
保
障
し
て
お
り
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ア
ー
ケ
ー
ド
、
又
は
、
民
間
の
投
資
家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
も
、
私
人
が

所
有
し
て
い
る
場
合
は
間
接
的
第
三
者
効
力
を
媒
介
と
し
て
、
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
集
会
の
自
由
は
除
外
さ
れ
な

い
と
説
示
し
（
21
）

、
一
一
年
判
決
の
示
し
た
解
釈
論
を
踏
襲
し
た
。
一
五
年
部
会
決
定
は
、
一
一
年
判
決
に
対
す
る
一
部
の
学
説
の
批
判
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
私
有
地
が
一
般
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
と
き
、
所
有
者
の
意
思
に
反
し
て
集
会
を
実
施
で
き
る
場
合
が

あ
り
得
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
当
該
私
有
地
の
所
有
者
が
、
当
該
私
有
地
が
集
会
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
22
）

。
一
五
年
部
会
決
定
の
意
義
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
（
23
）

。
（
三
二
七
）
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一
九
二

こ
う
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
一
年
判
決
及
び
一
五
年
部
会
決
定
に
よ
っ
て
、
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
は
、
私
有
地
で
あ
っ
て

も
、
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
か
れ
て
い
る
場
所
に
及
び
、
さ
ら
に
、
基
本
権
の
間
接
的
第
三
者
効
力
に
よ
り
、
民
法
上
の
規
定
（
民

法
九
〇
三
条
一
文
、
一
〇
〇
四
条
）
の
解
釈
に
際
し
て
集
会
の
自
由
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

三
　
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
調
整

（
一
）　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
私
有
地
が
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
た
場
所
で
あ

る
と
き
、
当
該
私
有
地
の
所
有
者
は
、
当
該
私
有
地
が
集
会
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得

る
。
そ
こ
で
、
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
た
私
有
地
の
所
有
者
が
集
会
の
た
め
に
当
該
私
有
地
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
と
、
そ
う
で
は
な
い
ケ
ー
ス
を
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
五
年
部
会
決
定
は
、
集
会
の
自
由
は
、
私
的
所
有
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
基
本
権
の
間
接
的
第
三
者
効
力
に

よ
り
、
衡
量
を
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
人
の
基
本
権
拘
束
の
射
程
範
囲
は
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
に
よ
っ
て
、

互
い
に
対
立
す
る
基
本
権
を
調
整
し
つ
つ
、
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
24
）

、
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
集
会
の
自
由
又
は
意
見
表
明
の
自
由

と
、
公
衆
の
通
行
に
開
放
し
、
そ
れ
に
よ
り
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
を
創
出
し
た
民
間
企
業
の
基
本
権
と
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
調
整
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
判
断
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
原
則
に
基
づ

い
て
私
人
相
互
の
基
本
権
衝
突
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
仮
命
令
の
手
続
に
お
い
て
は
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
25
）

、
と
説
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
問
題
の
解
決
を
先
送
り
し
た
。
そ
し
て
、
一
五
年
部
会
決
定
は
、「
仮
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
判

（
三
二
八
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
九
三

断
に
際
し
て
は
、
む
し
ろ
、
も
っ
ぱ
ら
具
体
的
個
別
事
件
に
つ
い
て
の
結
果
衡
量
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
26
）

」
と
説
示
し
、
仮
命
令
の

実
質
的
要
件
の
存
否
を
判
断
す
る
た
め
に
他
の
事
件
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
基
準
を
用
い
て
当
該
事
件
を
処
理
し
た
（
27
）

。

一
五
年
部
会
決
定
は
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
原
則
に
基
づ
い
て
私
人
相
互
の
基
本
権
衝
突
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う

問
題
の
解
決
を
先
送
り
し
た
が
、
一
五
年
部
会
決
定
が
、
私
的
所
有
者
が
自
己
の
土
地
に
お
け
る
集
会
の
実
施
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
否
か
は
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
28
）

。
今
後
さ
ら
に
詰
め
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
比
較
衡
量
に
際

し
て
の
具
体
的
準
則
の
明
確
化
で
あ
る
。
以
下
、
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
比
較
衡
量
の
仕
方
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を

参
考
と
し
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
（
29
）

。

（
二
）　
ま
ず
、
土
地
の
私
的
所
有
者
が
、
集
会
を
行
う
た
め
に
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を

拒
否
し
た
場
合
、
こ
の
拒
否
は
、
集
会
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
と
評
価
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
年
判
決
は
、
公
道
は
、
市

民
が
そ
の
関
心
事
を
と
く
に
効
果
的
に
公
衆
に
知
ら
し
め
、
こ
れ
に
関
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
、「
本
来

的
で
あ
り
、
か
つ
、
歴
史
的
に
モ
デ
ル
を
形
成
し
て
き
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
地
域
の
中
心
部
の
道
路
及
び
広
場
は
、
今

日
、
情
報
交
換
及
び
意
見
交
換
の
場
所
で
あ
り
、
人
の
交
流
が
不
断
に
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
（
30
）

が
、
公
道
以
外
の
場
所
で
、
一
般
公
衆
の

通
行
に
開
放
さ
れ
、
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
（
31
）

と
説
示
し
て
い

る
。
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
は
、
集
会
の
自
由
の
「
伝
統
的
な
活
動
場
所
」
で
あ
り
、
集
会
の
自
由
を
最
も
効
果
的
に
行

使
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
集
会
を
開
催
で

き
な
く
な
る
こ
と
は
、
重
大
な
不
利
益
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
32
）

。

（
三
二
九
）
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一
九
四

（
三
）　
つ
ぎ
に
、
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
比
較
衡
量
に
際
し
て
、
集
会
参
加
者
に
と
っ
て
当
該
集
会
場
所
の
も
つ
重
要
性
、
つ
ま

り
、
集
会
参
加
者
の
関
心
事
と
集
会
の
場
所
と
の
関
連
性
が
一
つ
の
重
要
な
考
慮
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
五
年
部
会
決
定
は
、
民
間
警
備
保
障
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
広
場
の
監
視
と
所
有
者
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
飲
酒
の
禁
止
を
踏
ま
え
、

自
由
権
の
制
限
の
増
大
と
国
内
の
治
安
維
持
の
民
営
化
と
い
う
集
会
の
テ
ー
マ
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
申
立
人
に
よ
っ
て
選
択
さ

れ
た
集
会
場
所
は
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
と
説
示
し
て
お
り
（
33
）

、
同
決
定
は
、
集
会
参
加
者
の
関
心
事
が
集
会
場
所
と
直
接
的
に
関
連
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
お
い
て
集
会
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
集
会
の
自
由
を
侵
害
す
る
程
度
が
重
大
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

ヴ
ェ
ン
ト
（H

enning W
endt

）
は
、
一
一
年
判
決
直
後
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
衡
量
に
関
す
る

準
則
と
し
て
、
集
会
の
目
的
が
公
有
地
に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
他
人
の
財
産
に
お
い
て
集
会
を

行
う
権
利
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
生
活
関
係
に
よ
る
と
、
民
間
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
求
め
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
各
々
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
の
関
連
性
を
示
し
て
い
る
集
会
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

「
一
般
政
治
上
の
デ
モ
行
進
」
に
お
い
て
は
そ
の
使
用
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
準
則
を
提
示
し
た
（
34
）

。
ヴ
ェ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う

に
説
く
。
集
会
の
自
由
は
、
公
共
の
意
見
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
の
そ
の
重
要
性
を
根
拠
と
し
て
特
別
の
ラ
ン
ク
を
有
す
る
の
に
対

し
て
、
所
有
権
の
保
障
は
、
具
体
的
な
所
有
物
の
種
類
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
が
異
な
る
。
所
有
権
は
、
社
会
的
関
連
性
及
び
社
会
的

機
能
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
広
範
な
制
限
に
服
す
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
所
有
者
は
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
公
衆

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
利
用
に
供
し
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
「
滞
在
及
び
出
会
い
の
場
」
に
な
る
こ
と
を
商
業
的
に
役
立
て
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
所
有
者
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
集
会
の
自
由
の
行
使
に
と
っ
て
必
要

（
三
三
〇
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
九
五

な
公
共
性
が
成
立
す
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
所
有
者
の
自
律
的
決
定
に
基
づ
い
て
特

別
の
社
会
的
機
能
を
有
し
、
高
い
社
会
的
関
連
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
所
有
権
と
集
会
と

自
由
と
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
は
よ
り
高
い
重
要
性
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
個
別
の
事
件
に
お
い

て
集
会
の
自
由
が
常
に
優
越
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
立
す
る
基
本
権
の
衡
量
は
「
実
践
的
整
合
性
の
原
則
」
に
よ
っ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
つ
の
基
本
権
を
出
来
る
限
り
傷
付
け
な
い
よ
う
な
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
私
的

空
間
に
お
い
て
所
有
者
の
意
思
に
反
し
て
集
会
を
実
施
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
集
会
の
目
的
が
公
有
地
に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
な

仕
方
で
達
成
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
的
空
間
と
集
会
の
目
的
と
の
関
連
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
集
会
の
目
的

は
公
有
地
に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
上
記
の
デ
モ
行
進
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
事
業
者
や
店
舗
に
と
っ
て
と
く
に
負
担
と
な
る
が
、
上
記
の
デ
モ
行
進
は
、
店
舗
の
前
で
実
施
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
目
標

を
達
成
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
政
治
的
内
容
を
有
す
る
集
会
は
、
通
常
は
事
業
者
に
と
っ
て
よ
り
負
担
の
少
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
集
会
は
、
公
有
地
に
お
い
て
も
同
じ
程
度
に
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
（
35
）

。
な
お
、
ヴ
ェ
ン
ト
は
、
公
共

生
活
が
圧
倒
的
大
部
分
に
お
い
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
他
の
私
有
地
に
移
動
し
て
い
る
場
合
に
は
、
私
有
地
に
お
け
る
集
会
に

よ
っ
て
の
み
広
い
範
囲
の
公
衆
に
自
分
の
主
張
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
私
有
地
に
お
い
て
一
般
政
治
上
の
デ
モ
行
進
を
所
有
者

の
意
思
に
反
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
公
的
生
活

の
重
要
な
部
分
は
公
有
地
で
行
わ
れ
て
い
る
（
36
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（S

ebastian S
chulenberg

）
は
、
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
権
利
を
公
共
的
意
見
形
成
過
程
に

と
っ
て
の
公
有
地
と
私
有
地
と
の
「
機
能
的
同
等
性
」
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
る
と
す
る
と
、
集
会
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
集
会
の
場
所
が
特

（
三
三
一
）
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別
の
重
要
性
を
有
す
る
場
合
に
の
み
集
会
の
た
め
に
私
有
地
の
利
用
を
認
め
る
見
解
は
、
上
記
の
根
拠
付
け
と
矛
盾
す
る
、
と
主
張
す
る
。

シ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
上
記
の
見
解
に
よ
る
と
、
公
有
地
は
、
特
別
の
根
拠
付
け
を
す
る
こ
と
な
く
つ
ね
に
基
本

法
八
条
一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
場
所
の
選
択
の
自
由
の
対
象
と
な
る
の
に
対
し
て
、
私
有
地
の
利
用
は
つ
ね
に
個
別
の
事
案
に
お
け

る
特
別
の
根
拠
付
け
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
有
地
が
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
嚮
導
像
に

合
致
す
る
と
き
は
、
市
民
は
、
集
会
の
自
由
の
行
使
に
際
し
て
、
自
己
の
裁
量
で
公
有
地
の
み
な
ら
ず
私
有
地
も
使
用
で
き
る
権
利
を
有

す
る
は
ず
で
あ
る
。
集
会
の
テ
ー
マ
と
私
有
地
と
の
特
別
の
関
連
性
を
求
め
る
こ
と
が
公
有
地
と
私
有
地
と
の
機
能
的
同
等
性
に
適
合
し

な
い
こ
と
は
、
あ
る
場
所
が
集
会
の
テ
ー
マ
と
関
連
性
を
有
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
多
く
の
人
々
が
出
入
り
し
て
い
る
た
め
、
当
該
集

会
が
人
々
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
、
特
に
明
確
に
な
る
、
と
（
37
）

。

一
五
年
部
会
決
定
は
、
当
該
集
会
を
他
の
場
所
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
効
果
的
に
実
施
で
き
る
と
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説

示
す
る
と
と
も
に
、
集
会
の
自
由
に
は
行
事
の
場
所
に
関
す
る
自
己
決
定
権
も
含
ま
れ
、
市
民
は
、
そ
の
関
心
事
を
最
も
有
効
に
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
（
38
）

、
一
五
年
部
会
決
定
が
ヴ
ェ
ン
ト
の
見
解
を
採
用
し
て

い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
五
年
部
会
決
定
が
、
集
会
参
加
者
の
関
心
事
と
集
会
の
場
所

と
の
関
連
性
を
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
利
益
衡
量
に
お
け
る
一
つ
の
考
慮
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
レ
ン
ベ

ル
ク
は
、
集
会
の
場
所
が
、
集
会
の
目
的
を
象
徴
的
に
示
す
ほ
ど
に
集
会
の
関
心
事
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
集
会
の
自
由
と

所
有
権
と
の
利
益
衡
量
に
お
い
て
場
所
の
選
択
に
「
特
別
の
重
要
性
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
説
き
、
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
広

場
の
選
択
に
集
会
の
目
的
と
の
関
係
で
特
別
の
重
要
性
を
付
与
し
て
い
る
一
五
年
部
会
決
定
は
、
上
記
の
考
え
方
と
同
方
向
で
あ
る
と
分

析
し
て
い
る
（
39
）

。

（
三
三
二
）



私
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け
る
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一
九
七

集
会
参
加
者
の
関
心
事
と
集
会
の
場
所
と
の
関
連
性
を
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
利
益
衡
量
に
お
け
る
一
つ
の
考
慮
要
素
と
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
争
い
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
集
会
参
加
者
の
関
心
事
と
集
会
の
場

所
と
の
関
連
性
に
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
利
益
衡
量
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
重
み
を
与
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
く
、
さ
ら
に
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
現
状
で
あ
る
。

（
四
）　
一
一
年
判
決
は
、「
保
障
内
容
と
事
案
類
型
」
に
よ
っ
て
は
、
私
人
の
間
接
的
基
本
権
拘
束
が
、
国
家
の
基
本
権
拘
束
と
ほ
ぼ

等
し
く
な
る
か
、
ま
た
は
同
等
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
説
示
す
る
。
一
一
年
判
決
に
よ
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
保
護
に
つ

い
て
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
と
く
に
、
民
間
企
業
が
、
公
共
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
組
み
と
な
る
諸
条
件
の
調
達
を
自

ら
引
き
受
け
、
生
存
配
慮
の
任
務
と
し
て
以
前
は
国
家
に
配
分
さ
れ
て
い
た
機
能
─
例
え
ば
、
電
信
・
電
話
業
務
の
保
障
─
を
果
た
し
て

い
る
場
合
で
あ
る
（
40
）

。
一
五
年
部
会
決
定
も
、
一
一
年
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
民

間
企
業
が
、
公
共
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
諸
条
件
の
用
意
を
自
ら
引
き
受
け
、
以
前
は
実
際
上
国
家
だ
け
に
配
分
さ
れ
て
い

た
機
能
を
遂
行
し
始
め
た
場
合
、
私
人
の
間
接
的
基
本
権
拘
束
が
国
家
の
基
本
権
拘
束
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
か
、
ま
た
は
同
等
に
な
る
こ

と
も
あ
り
得
る
と
説
示
し
て
い
る
（
41
）

。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
私
人
が
伝
統
に
国
家
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
き
た
機
能
を
引
き
受
け
た
と

き
は
、
私
人
は
自
己
の
所
有
す
る
土
地
で
集
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
（
42
）

。
こ
の
考

え
方
に
対
し
て
は
「
重
大
な
疑
問
」
が
あ
る
と
説
く
学
説
（
43
）

も
あ
り
、
こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
五
）　
さ
ら
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
集
会
に
よ
っ
て
私
人
に
経
済
的
損
失
を
与
え
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
私
的
所

有
権
の
利
用
は
濫
用
と
評
価
さ
れ
、
所
有
権
に
有
利
な
衡
量
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
44
）

。

（
三
三
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
九
八

Ⅳ
　
結
語

以
上
に
お
い
て
紹
介
・
検
討
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
ａ
）　
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
は
、
私
有
地
で
あ
っ
て
も
、
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
所
に
及
ぶ
（
た
だ
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
反
対
説
も
あ
る
。）。
集
会
の
自
由
は
、
基
本
権
の
間
接
的
第
三
者
効
力
に
よ
り
、
私
法
上
の
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
、

考
慮
さ
れ
る
。

（
ｂ
）　
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
の
拡
大
に
よ
り
所
有
権
が
制
限
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
基
本
法
一
四
条
二
項
に
基
づ
く
社
会
的
拘
束

と
し
て
容
認
さ
れ
る
。

（
ｃ
）　
私
有
地
に
お
い
て
当
該
私
有
地
の
所
有
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
集
会
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
要
件
は
、
集
会
が
実

施
さ
れ
る
私
有
地
の
部
分
が
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
ｄ
）　
上
記
の
要
件
を
充
た
し
た
場
合
に
、
具
体
的
な
個
別
事
件
に
お
け
る
集
会
の
自
由
と
所
有
権
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
、
私
有

地
に
お
い
て
当
該
私
有
地
の
所
有
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
集
会
を
実
施
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
工
藤
が
示
し
た
解
釈
論
は
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
は
、
工
藤
が
示
し
た
解
釈
論
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
補
強
証
拠
と
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
踏
ま
え
て
、

日
本
国
憲
法
二
一
条
の
保
障
す
る
集
会
の
自
由
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
な
る
（
45
）

。

（
三
三
四
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
九
九

（
1
） 

渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
は
し
が
き
。

（
2
） 

渡
辺
ほ
か
・
前
掲
注
（
１
）
二
七
〇
頁
［
工
藤
達
朗
］。
筆
者
は
最
近
出
版
さ
れ
た
教
科
書
・
概
説
書
を
調
べ
て
み
た
が
、
私
有
地
に
お
け
る

集
会
の
自
由
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
教
科
書
・
概
説
書
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
し
て
工
藤
の
示
し
た
解
釈
論
に
は
新
規
性
が
あ
り
、

こ
の
解
釈
論
は
ま
さ
に
「
知
的
刺
激
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
夥
し
い
数
の
教
科

書
・
概
説
書
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
そ
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
触

れ
て
い
る
教
科
書
・
概
説
書
が
存
在
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
論
文
と
し
て
、
皿
海
一
樹
「
私
的
な
空
間
で
の
集
会
権
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
（
要
旨
）」
法
学
研
究
（
龍
谷
大
学
）
一
三
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
九
一
頁
以
下
が
あ
り
、
塚
本
哲
之
「
集
会
・
結
社
の
自
由
」
阪
口
正
二
郎
・
毛
利
透
・
愛
敬
浩
二
編
『
な
ぜ
表
現
の
自
由
か
─

理
論
的
視
座
と
現
況
へ
の
問
い
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
七
年
）
九
四
頁
以
下
（
一
〇
三
頁
以
下
）
も
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
に
言
及
し

て
い
る
。

（
3
） 

「
憲
法
学
界
の
俊
英
と
誰
も
が
認
め
る
方
々
」（
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法
（
二
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
ⅰ
頁
［
長
谷
部
恭

男
］）
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
権
威
あ
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
国
や
地
方
公
共
団
体
が
当
該

財
産
の
所
有
者
・
管
理
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
国
や
地
方
公
共
団
体
を
私
人
と
同
一
視
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
は
、
そ

の
所
有
権
・
管
理
権
に
基
づ
い
て
私
人
の
利
用
を
自
由
に
排
除
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
屈
を
徹
底
す
れ
ば
、
道
路
、
公
園
、
市
民
会
館
の

所
有
権
・
管
理
権
を
有
す
る
国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
れ
ら
が
自
己
の
所
有
・
管
理
に
属
す
る
財
産
で
あ
る
以
上
、
そ
も
そ
も
私
人
に
よ
る
利
用

を
拒
ん
で
も
よ
く
、
ま
た
仮
に
私
人
に
よ
る
利
用
を
認
め
る
場
合
も
、
誰
に
対
し
て
い
か
な
る
条
件
で
そ
の
利
用
を
認
め
る
か
決
め
る
権
限
を
有
す

る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。［
改
行
］
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
理
解
は
誤
っ
て
い
る
。
…
…
国
家
な
い
し
政
府
が
公
共
財

産
を
所
有
・
管
理
す
る
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
私
人
が
私
有
財
産
を
所
有
・
管
理
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
く
、
国
家
な
い
し

政
府
は
公
共
の
福
祉
を
達
成
す
る
た
め
に
公
共
財
産
を
所
有
・
管
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
私
有
財
産
の
所
有
者
・
管
理
者
と
は
異
な
っ
て
好
き
勝

手
に
管
理
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。」（
長
谷
部
編
・
前
掲
注
（
３
）
四
四
〇
頁
［
阪
口
正
二
郎
］）

　
　
こ
の
説
明
は
、
国
家
な
い
し
政
府
に
よ
る
公
共
財
産
の
所
有
・
管
理
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
私
有
財
産
の
所
有
・
管
理
に
つ
い
て
述
べ
た
も

（
三
三
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
〇
〇

の
で
は
な
い
が
、
こ
の
説
明
は
、
私
人
は
、
国
家
な
い
し
政
府
と
は
異
な
り
、
自
己
の
所
有
・
管
理
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
権
・
管

理
権
に
基
づ
い
て
他
の
私
人
の
利
用
を
自
由
に
排
除
で
き
る
、
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
他
の
私
人
に
よ
る
利
用
を
拒
ん
で
も
よ
く
、
ま
た
仮
に
他
の
私

人
に
よ
る
利
用
を
認
め
る
場
合
も
、
誰
に
対
し
て
い
か
な
る
条
件
で
そ
の
利
用
を
認
め
る
か
決
め
る
権
限
を
有
す
る
（
私
有
財
産
の
所
有
者
・
管
理

者
は
好
き
勝
手
に
管
理
で
き
る
？
）
と
の
見
解
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
か
り
に
こ
の
よ
う
な
読
み
方
が
正
し
い
と
す
る
と
、

本
文
で
示
し
た
工
藤
の
解
釈
論
は
、「
憲
法
学
界
の
俊
英
と
誰
も
が
認
め
る
方
々
」
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
権
威
あ
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お

い
て
示
さ
れ
た
見
解
と
真
正
面
か
ら
衝
突
・
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
工
藤
の
示
し
た
解
釈
論
に
は
独
自
性

が
あ
り
、
こ
の
解
釈
論
は
ま
さ
に
「
知
的
刺
激
を
与
え
る
」
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
4
） N

JW
 2015, 2485 f.; D

Ö
V

 2016, 81 ff.; B
V

erfG
, E

instw
eilige A

nordnung vom
 18. Juli 2015 – １ B

vQ
 25/15 –, juris. 

以
下
、

こ
の
決
定
の
引
用
は
、
決
定
に
付
さ
れ
て
い
る
欄
外
番
号
を
本
文
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
な
お
、
こ
の
決
定
に
考
察
を
加
え
る
論
文
と
し
て
、

以
下
に
引
用
す
る
も
の
の
ほ
か
、R

obert F
rau, O

rtsrecht im
 E

inkaufszentrum
, L

K
V

 2016, S
. 445; C

h
ristoph

er U
n

seld, A
gora 

G
m

bH
 &

 C
o K

G
: w

enn V
ersam

m
lungsfreiheit P

rivateigentum
 sticht, V

erfB
log, 2015/9/11, https://verfassungsblog.de/agora-

gm
bh-co-kg-w

enn-versam
m

lungsfreiheit-privateigentum
-sticht/

が
あ
る
。
ま
た
、M

ich
ael K

n
iesel/

F
ran

k B
rau

n
/

C
h

ristoph
 

K
eller, B

esonderes P
olizei- und O

rdnungsrecht, 2018, S
. 33 f./R

n. 134 ff.

は
、
こ
の
決
定
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
5
） 

S
ebastian

 S
ch

u
len

berg, D
er „B

ierdosen-F
lashm

ob für die F
reiheit “ : Z

u V
ersam

m
lungen auf G

rundstücken im
 E

igentum
 

P
rivater, D

Ö
V

 2016, S
. 55 (56)

の
記
述
に
よ
る
。

（
6
） 

本
件
に
関
連
し
て
さ
ら
に
二
つ
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
決
定

（B
V

erfG
, A

blehnung einstw
eilige A

nordnung vom
 20. Juli 2015 – １ B

vQ
 25/15 –, juris

）
で
あ
る
。
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
広
場
の
土
地
所

有
者
は
、
第
三
部
会
決
定
に
対
し
て
、
二
〇
一
五
年
七
月
一
九
日
に
異
議
を
申
し
立
て
、
仮
命
令
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
た
（R

n. ４

）。

第
三
部
会
は
、
執
行
停
止
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
部
会
が
決
定
す
る
と
説
示
し
た
（R

n. 5

）
上
で
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
に
、
申
立
人

（
土
地
所
有
者
）
の
申
述
は
上
記
決
定
に
お
い
て
行
わ
れ
た
結
果
衡
量
か
ら
離
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
執
行
停
止
の

申
立
て
を
斥
け
た
（R

n. ６

）。
も
う
一
つ
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
（B

V
erfG

E
 139, 378; B

V
erfG

, 

（
三
三
六
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

二
〇
一

B
eschluss vom

 20. Juli 2015 – １ B
vQ

 25/15 –, juris

）
で
あ
る
。
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
広
場
の
土
地
所
有
者
は
、
部
会
の
仮
命
令
に
対
し
て
、

二
〇
一
五
年
七
月
一
九
日
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
仮
命
令
の
執
行
停
止
を
求
め
た
（R

n. ４

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
議
に
つ
い
て

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
三
ｄ
条
二
項
三
文
及
び
三
二
条
三
項
に
基
づ
い
て
法
廷
が
判
断
す
る
と
説
示
し
た
（R

n. 5

）
後
、
憲
法
異
議
の
訴
え

の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
の
相
手
方
は
異
議
申
立
権
限
を
有
し
て
お
ら
ず
、
異
議
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. ６

）。
こ
の
決
定

に
よ
る
と
、
異
議
申
立
人
の
範
囲
は
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
四
条
一
項
、
二
項
及
び
四
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
憲
法
機
関
及
び
官
庁
」
に
限
定

さ
れ
る
（R

n. ６
）。

（
7
） B

V
erfG

E
 128, 226. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
中
に
該
当
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
石
村
修

「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
飛
行
場
に
お
け
る
集
会
・
デ
モ
規
制
─
フ
ラ
ポ
ー
ト
判
決
─
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
鈴
木
秀
美
・
畑
尻
剛
・
宮
地
基

編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
二
頁
以
下
（
初
出
、
自
治
研
究
八
九
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
七

頁
以
下
）
に
よ
る
紹
介
・
解
説
が
あ
る
。
ま
た
、
同
判
決
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
、
石
村
修
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
飛
行
場
に
お
け
る
集
会
・
デ
モ
規

制
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
専
修
大
学
法
科
大
学
院
）
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
三
頁
以
下
に
よ
っ
て
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

公
私
共
同
経
営
企
業
（gem

ischtw
irtschaftliche U

nternehm
en

）
の
基
本
権
拘
束
は
、
種
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
重
要
論
点
の
一
つ

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
紹
介
・
検
討
し
た
論
文
と
し
て
、
石
村
修
『
基
本
権
の
展

開
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
六
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
人
権
（
基
本
権
）
と
私
法
上
の
公
的
主
体
─
混
合
企
業
へ
の
人
権
適
用
─
」
法
学
新

報
一
二
〇
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
）
が
あ
る
。

（
9
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – １ B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 5.

（
10
） 

R
om

an
 H

erzog, in: T
heodor M

aunz/G
ünter D

ürig, K
om

m
entar zum

 G
rundgesetz, A

rt. 8 (L
fg. 26 1987) R

n. 78.

（
11
） B

V
erw

G
E

 91, 135 (138 f.). 

連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
上
記
判
決
を
引
用
し
て
、
集
会
場
所
に
関
す
る
決
定
は
、
集
会
場

所
に
関
す
る
法
的
利
用
権
限
を
前
提
と
し
て
お
り
、
一
般
法
原
則
に
よ
っ
て
は
存
在
し
な
い
利
用
権
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る

（N
JW

 2006, S
. 1054 ff. (1055); B

G
H

, U
rteil vom

 20. Januar 2006 – V
 Z

R
 134/05–, juris, R

n. 14

）。

（
12
） 

O
tto D

epen
h

eu
er, in: T

heodor M
aunz/G

ünter D
ürig, K

om
m

entar zum
 G

rundgesetz, A
rt. 8 (L

fg. 48 2006) R
n. 63. 

（
三
三
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
〇
二

（
13
） 

A
lfred

 D
ietel/

K
u

rt G
in

zel/
M

ich
ael K

n
isel, D

em
onstrations- und V

ersam
m

lungsfreiheit, 14. A
ufl., 2005, S

. 42/R
n. 52.

（
14
） 

B
ern

d
 H

olzn
agel, E

rosion dem
okratischer Ö

ffentlichkeit?, V
V

D
S

tR
L

 68, 2009, S
. 381 (390 f.). 

本
文
で
述
べ
た
解
釈
と
同
じ

趣
旨
の
解
釈
を
採
る
学
説
と
し
て
、M

ich
ael K

n
iesel, in: H

ans L
isken/E

rhard D
enninger (H

rsg.), H
andbuch des P

olizeirechts, 3. 

A
ufl., 2001, S

. 620 f./H
 R

n. 53; F
lorian

 von
 A

lem
an

n
/

F
abian

 S
ch

effczyk, A
ktuelle F

ragen der G
estaltungsfreiheit von 

V
ersam

m
lungen, JA

 2013, S
. 407 (408)

が
あ
る
。

（
15
） 

A
rbeitskreis V

ersam
m

lu
n

gsrech
t, M

usterentw
urf eines V

ersam
m

lungsgesetzes (M
E

 V
ersG

), 2010. 

以
下
、
同
書
の
引
用
は
、

本
文
中
に
同
書
の
該
当
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
な
お
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
は
、C

hristoph E
nders, W

olfgang 

H
offm

ann-R
iem

, R
alf P

oscher, M
ichael K

niesel, H
elm

uth S
chulze-F

ielitz

の
五
名
で
あ
り
、
協
力
者
と
し
てM

athias H
ong

の
名
前
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

W
olfram

 H
öfl

in
g/

G
esin

e K
roh

n
e, V

ersam
m

lungsrecht in B
ew

egung, JA
 2012, S

. 734 (739)

は
、
一
般
的
通
行
に
開
放
さ
れ
て

い
る
私
有
の
屋
根
付
き
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、C

entro

に
加
え
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
に
あ
る
ソ
ニ
ー
・
セ
ン
タ
ー
を

挙
げ
て
い
る
。

（
17
） 

A
n

d
reas G

orn
ik, D

ie B
indung der B

etreiber öffentlicher R
äum

e an die K
om

m
unikationsgrundrechte, 2017, S

. 393 ff.,

（401

）

は
、
集
会
法
研
究
サ
ー
ク
ル
模
範
草
案
二
一
条
を
検
討
し
、
同
草
案
に
よ
っ
て
「
高
権
的
に
公
共
物
指
定
さ
れ
た
空
間
」
に
固
執
し
な
い
で
「
実
際

上
の
公
共
性
」
と
関
係
付
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
公
共
性
が
創
出
さ
れ
た
場
合
の
所
有
権
と
そ
の
社
会
的
拘
束
に
対
す
る
硬
直
化
し
て
い

な
い
新
た
な
見
方
が
他
の
基
本
権
に
と
っ
て
手
本
と
し
て
役
立
ち
、
公
共
空
間
の
法
を
公
物
法
の
限
界
か
ら
解
放
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
18
） 

W
olf-R

ü
d

iger S
ch

en
ke, D

er S
chutzbereich des A

rt. ８ G
G

, in : D
irk H

anschel/S
ebastian G

raf K
ielm

ansegg/U
w

e K
ischel/

C
hristian K

oenig/R
alph A

lexander L
orz (H

rsg.), M
ensch und R

echt F
estschrift für E

ibe R
iedel zum

 70. G
eburtstag, 2013,  

S
. 473 (489 f.).

（
19
） 

S
ch

en
ke, a. a. O

 (F
n. 18), S

. 491.

（
20
） 

W
olfgan

g H
offm

an
n

-R
iem

, V
ersam

m
lungsfreiheit, in: D

etlef M
erten/H

ans-Jürgen P
apier, H

andbuch der G
rundrechte in 

（
三
三
八
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

二
〇
三

D
eutschland und E

uropa, B
d. Ⅳ

, §
106 R

n. 85.
（
21
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – 1 B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 5.

（
22
） 

M
ich

a
el S

a
ch

s, G
rundrechte:A

usstrahlung der V
ersam

m
lungsfreiheit auf die zivilrechtlichen G

rundlagen der 

E
igentüm

erbefugnisse, JuS
 2015, S

. 954 (955)

は
、
公
衆
の
通
行
に
開
放
さ
れ
た
土
地
の
私
的
所
有
者
の
権
限
に
対
す
る
集
会
の
自
由
の
間

接
効
力
を
確
立
し
た
点
に
一
五
年
部
会
決
定
の
意
義
を
見
出
す
。

（
23
） 

C
h

ristoph
 S

m
ets, S

taatsgleiche G
rundrechtsbindung P

rivater aus F
unktionsnachfolge?, N

V
w

Z
 2016, S

. 35 ff.

は
、
本
文
に

お
い
て
一
五
年
部
会
決
定
の
意
義
と
述
べ
た
点
を
同
決
定
の
欠
点
と
見
る
。
同
論
文
は
、
一
五
年
部
会
決
定
は
、「
機
能
承
継
に
基
づ
く
私
人
の
国

家
同
等
の
基
本
権
拘
束
」
と
い
う
新
た
な
基
本
権
拘
束
の
類
型
を
創
出
し
た
と
分
析
し
た
（S

. 35

）
上
で
、
同
決
定
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
の
理
論
を
完
全
な
私
人
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
第
三
者
効
力
の
拡
大
、
所
有
権
の
価
値
の
低
下
、
さ
ら
に
は
、
私
有
地
が

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
し
て
国
家
と
同
等
の
拘
束
を
受
け
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
法
的
不
安
定
性
を
も
た
ら
す
と
批
判
す
る
（S

. 37 

f.

）。
集
会
の
自
由
の
最
大
化
は
、
原
理
的
に
同
価
値
的
で
あ
り
、「
純
粋
な
」
私
的
所
有
権
の
場
合
に
は
む
し
ろ
優
位
す
る
所
有
権
と
対
立
す
る
。

こ
の
同
等
性
は
、
間
接
的
第
三
者
効
力
の
拡
張
的
運
用
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
基
本
権
を
有
す
る
私
人
と
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
国

家
と
い
う
原
理
的
区
別
は
、
集
会
の
自
由
に
有
利
な
私
的
所
有
権
の
制
限
と
い
っ
た
問
題
は
立
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る

（S
. 38

）。

（
24
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – 1 B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 6.

（
25
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – 1 B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 7.

（
26
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – 1 B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 7.

（
27
） 

仮
命
令
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
［
第
二
版
］』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）
二
一
五
頁

以
下
（
畑
尻
剛
）
を
参
照
。
衡
量
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
書
二
一
九
頁
以
下
に
説
明
が
あ
る
。

（
28
） 

H
artm

u
t B

ren
n

eisen
/

C
h

istian
 A

rn
d

t, V
ersam

m
lungen auf privaten F

lächen im
 L

ichte der aktuellen R
echtsprechung, 

N
ordÖ

R
 2016, S

. 269 (274)

は
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
は
判
例
を
受
け
入
れ
、
規
範
の
明
確
性
の
た
め
に
私
有
地
で
行
わ
れ
る
集
会
に
関
す
る
統

（
三
三
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
〇
四

一
的
な
ル
ー
ル
を
創
出
す
る
こ
と
が
「
望
ま
し
い
」
と
説
い
て
い
る
。

（
29
） 

R
olf S

ch
m

id
t, G

rundrechte, 21. A
ufl., 2017, S

. 299 f. /R
n. 617d

は
、
土
地
所
有
者
が
自
己
の
土
地
を
公
衆
の
通
行
に
一
般
的
に
開

放
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
会
か
ら
施
設
の
安
全
及
び
機
能
遂
行
能
力
に
対
す
る
危
険
が
生
じ
な
い
と
き
は
、
基
本
法
八
条
一
項
と
結
び
付
い
た
民

法
一
〇
〇
四
条
二
項
に
基
づ
く
受
忍
義
務
が
生
じ
る
と
主
張
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
五
年
部
会
決
定
に
お
い
て
、
自
説
に
「
近
づ
い
た
」
と

分
析
し
て
い
る
（R

olf S
ch

m
id

t, P
olizei- und O

rdnungsrecht, 18. A
ufl., 2016, S

. 388 f. /R
n. 1058

に
も
同
じ
記
述
が
あ
る
。）。
こ
の
説

に
お
い
て
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
は
、
比
較
衡
量
の
基
準
よ
り
も
集
会
の
自
由
に
有
利
な
基
準
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
30
） B

V
erfG

E
 128, 226 (251).

（
31
） B

V
erfG

E
 128, 226 (252).

（
32
） 

本
文
の
論
述
は
、M

aria S
ch

arlau, S
chutz von V

ersam
m

lungen auf privatem
 G

rund, 2018, S
. 240 f.

の
論
述
を
参
考
に
し
た
。

（
33
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – １ B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 9.

（
34
） 

H
en

n
in

g W
en

d
t, R

echt zur V
ersam

m
lung auf frem

dem
 E

igentum
?, N

V
w

Z
 2012, S

. 606 (610). 

な
お
、M

ax Joite, Ö
ffentlicher 

R
aum

 im
 B

ereich privaten E
igentum

s, B
ucerius L

aw
 Journal 3, 2011, S

. 100 (105)

は
、
ヴ
ェ
ン
ト
の
見
解
と
類
似
し
た
見
解
を
示
し

て
い
る
。
同
論
文
に
よ
る
と
、
集
会
が
著
し
い
不
利
益
を
被
る
こ
と
な
く
公
道
又
は
公
有
地
に
移
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
こ
れ
は
、

私
人
に
場
所
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
比
し
て
、
所
有
権
を
よ
り
制
約
し
な
い
手
段
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
主
催
者
の
追
求
し
て
い
る
集
会
場
所
の
拒

否
は
、
比
例
性
を
失
し
た
解
決
策
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
集
会
の
内
容
と
集
会
場
所
と
の
内
容
的
関
連
性
は
場
所
の
選
択
の
自
由
を
強
化
す
る

の
で
、
こ
の
結
び
付
き
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
35
） 

W
en

d
t, a. a. O

 (F
n. 34), S

. 608.

（
36
） 

W
en

d
t, a. a. O

 (F
n. 34), S

. 608.

（
37
） 

S
ch

u
len

berg, a. a. O
 (F

n. 5), S
. 58 f.

（
38
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – １ B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 9.

（
39
） 

S
ch

u
len

berg, a. a. O
 (F

n. 5), S
. 59.

（
三
四
〇
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

二
〇
五

（
40
） B

V
erfG

E
 128, 226 (249 f.).

（
41
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 18. Juli 2015 – １ B
vQ

 25/15 –, juris, R
n. 6.

（
42
） 

In
o A

u
gsberg/

S
teffen

 A
u

gsberg/
T

h
om

as S
ch

w
aben

bau
er, K

lausurtraining V
erfassungsrecht, 2. A

ufl., 2016

は
、
学
生
向

け
の
司
法
試
験
対
策
演
習
書
で
あ
る
が
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
例
九
「“B

usiness Im
provem

ent D
istrict “

に
対
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」

（S
. 238 ff.

）
は
、「
私
人
が
伝
統
に
国
家
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
き
た
機
能
を
引
き
受
け
た
」
ケ
ー
ス
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
例
九
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
Ｘ
州
は
、
市
中
心
部
に
お
け
る
商
業
利
用
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
を
制

定
し
た
。
法
四
条
に
基
づ
き
、
Ｘ
州
の
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
に
よ
り
、
市
中
心
部
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
商
業
改
善
地
区
（B

usiness 

Im
provem

ent D
istricts

）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
業
改
善
地
区
に
指
定
さ
れ
る
と
、
同
地
区
の
土
地
所
有
者
は
、
一
定
の
期
間
、
道
路

清
掃
と
い
っ
た
環
境
改
善
の
た
め
の
措
置
に
加
え
て
、
例
え
ば
歩
道
の
維
持
補
修
及
び
改
修
に
関
連
す
る
建
築
上
の
措
置
の
た
め
に
費
用
を
負
担
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
市
は
、
同
法
五
条
一
項
に
基
づ
き
、
条
例
に
よ
り
、
私
的
土
地
所
有
者
に
当
該
商
業
改
善
地
区
に
あ
る
道
路

の
一
般
使
用
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
私
的
運
営
者
団
体
が
設
立
さ
れ
、
同
団
体
が
こ
の
地
区
の
利
用

規
程
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
法
五
条
二
項
に
基
づ
き
、
利
用
規
程
は
、
一
般
の
人
々
に
よ
る
道
路
の
使
用
が
引
き
続
き
保
障
さ
れ
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｓ
市
は
、
歩
行
者
専
用
区
域
と
し
て
整
備
さ
れ
た
中
央
商
店
街
（
Ｋ
通
り
）
を
商
業
改
善
地
区
に
指
定
す
る
こ

と
と
し
、
同
地
区
の
土
地
所
有
者
と
事
前
の
話
し
合
い
を
始
め
た
。
土
地
所
有
者
は
、
計
画
に
賛
成
し
、
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
運
営
者
団
体
を
設

立
し
た
。
運
営
者
団
体
の
定
め
た
利
用
規
程
四
条
に
よ
る
と
、
Ｋ
通
り
に
お
け
る
デ
モ
行
進
は
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ビ
ラ
な
ど
の
配
布

は
、
商
業
上
の
通
行
が
実
際
に
妨
げ
ら
れ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
Ｓ
市
は
、
Ｋ
通
り
を
商
業
改
善
地
区
に
指

定
し
、
一
般
使
用
を
運
営
者
団
体
に
委
ね
る
条
例
を
制
定
し
た
。
Ｓ
市
の
市
民
で
あ
る
Ｂ
は
、
商
業
改
善
地
区
の
設
立
は
「
公
益
の
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー

ル
」
と
結
び
付
い
て
い
る
と
考
え
、
不
信
感
を
も
っ
て
事
態
を
観
察
し
て
き
た
。
Ｂ
は
、
二
〇
人
の
同
志
と
と
も
に
商
業
改
善
地
区
の
設
立
に
公
の

場
で
抗
議
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
Ｂ
は
、
市
民
運
動
を
し
て
い
る
仲
間
と
と
も
に
、
商
業
改
善
地
区
の
設
立
後
の
第
一
土
曜
日
に
、
ホ
イ
ッ

ス
ル
と
横
断
幕
を
も
っ
て
Ｋ
通
り
に
入
り
、
そ
こ
で
公
共
空
間
の
私
有
化
に
反
対
す
る
示
威
運
動
と
Ｋ
通
り
を
商
業
改
善
地
区
に
指
定
す
る
こ
と
に

反
対
す
る
署
名
活
動
を
行
っ
た
。
運
営
者
団
体
の
理
事
会
は
、
商
業
上
の
通
行
を
著
し
く
侵
害
す
る
こ
の
種
の
行
事
は
、
利
用
規
則
に
反
し
、
私
有

（
三
四
一
）
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二
〇
六

地
に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
と
宣
言
し
た
。
デ
モ
参
加
者
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
運
営
者
団
体
は
、
デ
モ
参
加
者
に
「
広
場
へ
の
立
入
禁

止
」
を
発
し
、
民
間
の
警
備
員
に
よ
っ
て
デ
モ
参
加
者
を
商
業
改
善
地
区
の
敷
地
か
ら
退
去
さ
せ
た
。
Ｂ
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
基
本
権
が
侵

害
さ
れ
た
と
主
張
し
、
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
敗
訴
し
た
。
裁
判
所
は
、
①
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
区
に
関
し
て
立
入
請
求
権
は
存
在
し
な
い
、 

②
Ｂ
が
商
業
改
善
地
区
の
民
間
事
業
者
に
対
し
て
自
己
の
基
本
権
を
援
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
未
解
決
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
少
な
く

と
も
、
商
店
の
所
有
者
の
経
済
的
利
益
が
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
Ｋ
通
り
に
お
い
て
行
事
を
行
う
Ｂ
の
利
益
に
優
越
す
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
、
③
Ｓ
市
に
お
い
て
は
、
Ｋ
通
り
以
外
に
も
数
多
く
の
公
道
が
あ
り
、
Ｂ
は
そ
こ
で
デ
モ
行
進
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
見
解
を
示
し
た
。

Ｂ
は
、
こ
の
判
決
も
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
自
己
の
権
利
の
侵
害
で
あ
る
と
考
え
、
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

こ
の
事
例
問
題
に
つ
い
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
（
訴
訟
要
件
、
判
決
に
対
す
る
憲
法
異
議
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
審
査
の
範
囲
な
ど
の
一
般
的
解
説
は
除
く
。）。
運
営
者
団
体
は
、
道
路
に
つ
い
て
の
基
盤
整
備
責
任
の
引
き
受
け
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
国
家

が
行
っ
て
い
た
任
務
を
行
使
し
て
い
る
が
、
国
の
行
政
機
構
の
一
体
的
構
成
要
素
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
集
会
の
自
由
が
法
律
の
解
釈
の
枠
内

に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
基
本
権
の
拘
束
力
は
間
接
的
に
の
み
存
在
す
る
（
運
営
者
団
体
の
直

接
的
基
本
権
拘
束
は
否
定
さ
れ
る
。）。
本
件
に
お
い
て
は
、
国
家
が
、
も
と
も
と
自
ら
直
接
に
行
使
し
て
い
た
任
務
領
域
を
（
部
分
的
）
私
有
化
に

よ
っ
て
民
間
企
業
に
移
譲
し
た
場
合
は
、
こ
の
こ
と
が
基
本
権
の
空
洞
化
の
密
か
な
進
行
を
招
来
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
の
論
証
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
任
務
の
移
譲
は
、
引
き
続
き
市
民
が
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
を
適
切
に
行
使
で
き
る
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公

衆
が
自
由
に
立
入
り
で
き
る
広
場
に
お
い
て
集
会
を
行
う
可
能
性
は
、
た
と
え
こ
の
広
場
が
現
在
は
民
間
企
業
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
上
記
の
利
益
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
基
本
権
は
私
法
関
係
に
お
い
て
も
他
の
私
人
に
対
す
る
主
観
的
権
利
を
成
立
さ
せ
る
可
能

性
が
あ
る
。
法
五
条
二
項
に
よ
る
と
、
私
的
運
営
者
団
体
の
利
用
規
程
は
、
一
般
の
人
々
に
よ
る
道
路
の
使
用
が
引
き
続
き
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
法
の
目
的
に
よ
る
と
、
公
衆
が
出
入
り
で
き
る
場
所
の
使
用
に
関
し
て
、
私
有
化
の
前
後
で
実
質
的
な
違

い
は
存
在
し
て
は
な
ら
ず
、
公
道
及
び
公
共
の
広
場
の
伝
統
的
一
般
使
用
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
一
般
使
用
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
一
般
使
用
に
は
、
集
会
の
権
利
も
含
ま
れ
る
。
法
律
上
の
規
定
は
、
基
本
法
の
基
準
に
適

合
す
る
読
み
方
を
す
る
と
、
私
有
化
の
実
施
後
も
一
般
の
人
々
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
一
般
使
用
を
保
障
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
基
本

（
三
四
二
）



私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

二
〇
七

法
に
照
ら
し
て
、
法
律
上
の
規
定
は
、
私
的
事
業
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
集
会
の
自
由
の
十
分
な
考
慮
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
民
法
上
の
差
止
請
求
権
の
存
否
は
基
本
権
保
護
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
民
事
裁
判
所

の
判
決
が
、
基
本
権
地
位
の
誤
っ
た
考
慮
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
運
営
者
団
体
の
経
済
的
利
益
の
重

要
性
を
適
切
に
強
調
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ
が
集
会
を
実
施
す
る
た
め
に
他
の
公
共
空
間
を
十
分
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

Ｂ
の
不
利
益
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
Ｂ
の
抗
議
目
的
に
と
っ
て
、B

usiness Im
provem

ent D
istricts

に
反
対
す
る
デ
モ
行
進
を
新
設
さ
れ
た
商
業
改
善
地
区
の
す
ぐ
近
く
で
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
デ
モ
行
進
を
ま

さ
に
選
択
し
た
場
所
で
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
集
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
果
─
そ
れ
自
体
と
し
て
基
本
法
八
条
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
い
る
─
に
と
っ
て
決
し
て
些
末
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
考
慮
せ
ず
、
こ
の
点
に
お
い

て
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
を
誤
っ
て
確
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
判
決
を
下
す
過
程
で
、
憲
法
上
批
判
さ
れ
る
仕
方
で
集
会
の
自
由

の
射
程
範
囲
と
重
要
性
を
見
誤
り
、
Ｂ
の
基
本
権
地
位
を
侵
害
し
た
。
従
っ
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
に
は
理
由
が
あ
る
。

（
43
） 

C
lau

s D
ieter C

lassen, S
taatsrecht Ⅱ

, 2018, S
. 165/R

n. 10/75. 

ク
ラ
ッ
セ
ン
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
国
家
に
よ
っ
て

行
使
さ
れ
て
き
た
任
務
の
引
き
受
け
も
私
人
の
特
別
の
責
任
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

伝
統
的
に
国
家
が
遂
行
し
て
き
た
任
務
を
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
私
人
の
責
任
を
根
拠
付
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、
個
人
と
国
家
の
関

係
を
逆
転
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
（C

lassen, a. a. O
 (F

n. 43), S
. 99/R

n. ６/39

）。

（
44
） 

S
ch

u
len

berg, a. a. O
 (F

n. 5), S
. 59; S

ch
arlau, a. a. O

 (F
n. 32), S

. 242.

（
45
） 

私
有
地
に
お
け
る
「
集
会
の
自
由
」
に
関
連
し
て
、
私
有
地
に
お
け
る
「
表
現
の
自
由
」
の
問
題
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
石
埼
学
「
表
現
の
自
由
と
駅
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
四
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
四
頁
以
下
、
中
川
律
「
駅
前
の
表
現
の
自
由
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー
七
四
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
三
頁
以
下
、
同
「
Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
前
街
宣
活
動
事
件
」
阪
口
ほ
か
編
・
前
掲
注（
２
）二
三
五
頁
以
下
、
成
澤

孝
人
「
駅
前
広
場
に
お
け
る
ビ
ラ
配
り
と
鉄
道
会
社
の
規
制
権
限
」
新
・
判
例
解
説
Ｗ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
一
六
号
二
七
頁
以
下
に
よ
っ
て
す
で
に
検
討
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。

（
三
四
三
）




